
各教室の今後の対応について（案） 

令和２年４月１日 

講座総括担当（鎌田） 

新型コロナウイルスについては時々刻々状況が変化をしており、本会の活動もどの様にすべきか悩

むところです。先月２４日から東京都で感染者が拡大しており首都圏は新たなステージになったの

ではないでしょうか。いつオーバーシュートが発生し、ロックダウンになるかも分かりません。 

一方、奈良県は比較的に安定をしており学校再開のニュースもあるところですが、・・・・・・・。 

本日開催予定の「相談サロン」の開催について理事全員にメール照会をして、受講生の安全を考え

て中止しました。本日改めて今後の新型コロナウイルスに対する対応について意識合わせをしたい

と思います。 

基本的な考えとして、４月は必要最小限の活動にとどめ、すでに３月４月の活動中止を決めている

香芝教室の考え方に合わせて橿原教室および宇陀教室の活動を見直したいと思います。 

そしてその考え方は、例年通り相談サロンの開催を５月として、基礎科の残りの講座は応用科の中

で開催し、応用科については２月末で終了とし、応用科修了生の相談サロンの参加を考慮して４月

中に最終講座を開催して受講料を返金して区切りを付けたいと思います。 

１. 橿原教室 

橿原教室は、３月の活動の講座（２講座）が残り、来年度の基礎科の開催はないところです。基

本的な考えに沿って次のとおりとします。 

（１） 基礎科 

５月から令和２年度の活動を開始するとして、基礎科の残りの２講座は応用科の年間日程

で考えれば十分ではないでしょうか。（講座開催日数＝２６回） 

日程案を別紙１に示します。 

（２） 応用科 

２月末で講座終了として４月２２日（水）に最終講座を開催します。 

２. 香芝教室 

もともと４月の活動は中止している所であり、現在の計画通りであり、別紙２の日程表のとおり５

月から令和２年度の基礎科が始まります。具体的には次のとおりです。 

（１） 基礎科 

５月から令和２年度の活動を開始するとして、基礎科の残りの４講座は応用科の年間日程

で考えれば十分ではないでしょうか。（講座開催日数＝２８回） 

日程案を別紙３に示します。 

（２） 応用科 

計画どおり２月末で講座終了として４月２０日（月）に奈良県社会福祉総合センターで最終

講座を開催します。 



３. 宇陀教室 

見直しで一番悩ましいのが宇陀教室です。 

今年度の残りの講座は４講座で、令和２年度の基礎科の開催はなく、研修科を開催します。 

すでに山下さんが受講生の希望を聞いて頂き、来年度の応用科および研修科の受講生を決定

しています。また、研修科には、令和２年度の基礎科の応募者３名が参加されます。これらのこと

を考えて次のような案があります。 

（１） 基礎科 

(ア) 他の教室と同様に５月から応用科を開催して残りの４講座を応用科の中で開催する 

日程案は別紙４のとおりです。（講座回数＝２８回） 

(イ)   基礎科の講座は２月末で終え、５月から応用科を開催する。 

基礎科の残りの４講座は Excel ですが、すでに２講座を終えており、熱心な受講生はこ

の休み期間中に自習をされている状況です。また、応用科の講座に Excel があるところ

であり、思い切って２月末で基礎科の講座を終えて、５月から通常の応用科を開催する

のも１方法です。 

日程案は別紙５のとおりです。（講座回数＝２４回） 

(ウ) 講師の他の活動を考えて５月から来年の６月まで応用科を開催して残りの４講座を応用 

科の中で開催する 

日程案は別紙６のとおりです。（講座回数＝２８回） 

（２） 応用科 

ほとんどの方が研修科に進まれ応用科で終えられる方は３名のみであり、２月末で講座終

了として、榛原総合センターが使用可能であれば、４月２４日（金）に最終講座を開催します。

榛原総合センターが閉館の場合は別途計画します。 

（３） 研修科 

日程案を別紙７に示します。 

４. 相談サロン 

相談サロンも４講座を残していますが、相談サロンの受講生を考えると必ず開催する必要もな

く、令和元年度の相談サロンは２月末４講座を残して終了として、年間参加者には４回分の受

講料を返金します。そして、令和２年度の相談サロンは５月に開催します。 

日程案を別紙８に示します。 

５. その他 

令和２年度の活動計画（案）を宇陀教室の開催回数に合わせて２案を別紙７および別紙８に

示します。 
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